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序　　　　文

　ホンデュラス国の保健医療指標は、５歳未満児死亡率45対1000（1997年)、出生時平均余命70

歳（1997年）と、この30年あまりの間に大きく改善されましたが、妊産婦死亡率が220対10万

(1997年）を記録するなど、依然として中南米諸国の中では低い保健水準にあります。

　かかる背景のもと、同国政府は保健セクターを最重要セクターのひとつと位置づけ、保健セク

ターの既存資源を有効活用し保健サービスの改善を図るべく、わが国に開発調査「全国保健医療

総合改善計画調査」を要請しました。同調査は1995年１月から1996年８月まで実施され、地域モ

デル・ヘルス・プログラムとして、①都市型、②農村／都市貧困型、③総合開発型、の３つのモ

デルが提示されました。同調査の結果を受けてホンデュラス国政府は、｢総合開発型」モデルの

実現を図るべく、報告書においてモデル地域とされた第７保健地域（オランチョ県）におけるプ

ロジェクト方式技術協力を要請しました。

　これを受け、国際協力事業団はプロジェクト方式技術協力による第七衛生地域保健総合開発計

画実施の可能性について調査すべく、1999年２月１日から２月14日までの日程で、国立国際医療

センター国際医療協力局派遣協力課、新崎康博氏を団長とした事前調査団を派遣しました。

　本報告書は、同調査団が実施しました調査および先方政府等との協議結果などを取りまとめた

ものです。ここに本件調査にご協力いただきました関係各位に対しまして、深甚なる謝意を表し

ますとともに、本件プロジェクト実施に向けて、今後ともご指導、ご鞭撻をお願い申し上げま

す。

平成11年３月

国際協力事業団

理事　阿部　英樹
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１．事前調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　ホンデュラス共和国（以下、ホンデュラス）は人口600万人、１人当たりのＧＮＰは600ドルの

低所得国であり、中南米諸国の中でも最も開発の遅れた国のひとつである。同国の保健医療指標

は、５歳未満児死亡率45対1000（1997年)、出生時平均余命70歳（1997年）と、この30年あまり

の間に大きく改善されたものの、妊産婦死亡率が220対10万（1997年）を記録するなど、依然と

して中南米諸国の中では低い保健水準にあるといえる。

　このような状況下、ホンデュラス政府は保健医療セクターを最重要セクターのひとつと位置づ

け、1990年以降、国家予算の約10％を同セクターに割り当ててきたが、1993年７月に保健セク

ターの既存資源を有効活用し、保健サービスの改善を図るべく「全国保健医療総合改善計画調

査」をわが国に要請した。わが国は1994年４月に事前調査団を派遣しスコープ・オブ・ワーク

(Ｓ／Ｗ）を署名後、1995年１月より本格調査を開始し、1996年７月に調査報告書を作成した。

同報告書においては３つの地域モデル・ヘルス・プログラム（①都市型モデル、②農村型／都市

型貧困モデル、③総合開発型モデル）が策定されている。

　今般ホンデュラス政府は上述の開発調査結果に基づき、総合開発型モデル・ヘルス・プログラ

ムの実施を図るため、わが国にモデル地域である第七衛生地域（オランチョ県）におけるプロ

ジェクト方式技術協力を要請してきた。

　同要請の内容は、第七衛生地域における保健財政の改善、保健サービスへのアクセス改善、保

健医療施設・組織の管理運営マネジメントの向上、医療施設・機材の維持管理システムの強化、

人的資源（保健従事者）開発等のための協力となっていた。

　わが国は同要請に対して、1999年２月１日から２月14日まで、以下を目的として事前調査を実

施した。

(１) ホンデュラスの要請内容を確認するとともに、ホンデュラスおよび第七衛生地域の保

健医療状況を調査したうえで、わが国の協力の可能性を検討する。

(２) ホンデュラスのプロジェクト実施体制および負担すべき事項（予算、カウンターパー

トの配置、施設・機材等）を調査する。

(３) 上記（１）および（２）を踏まえ、実施段階におけるプロジェクトの枠組みについて

協議し、議事録を作成する。
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１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

担　当 氏　名 所　　　属

団長 総括・地域医療 新崎　康博 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力課医師

団員 地域看護 平賀　恵子 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力課

厚生技官・看護婦

団員 協力計画 松本　明博 国際協力事業団医療協力部医療協力第二課課長代理

団員 業務調整 岡村　昭夫 国際協力事業団医療協力部医療協力第二課職員

団員 通　　訳 樋口　安紀 日本国際協力センター
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１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

日順 月日 曜日 移動および業務

１ ２／１ 月 17：20　成田発 → 9:50　ロサンゼルス着（JL062）

23：59　ロサンゼルス発（TA521）

２ 　　２ 火  7：25　サン・サルヴァドル着

 8：30　サン・サルヴァドル発 → 9:10　テグシガルパ着（TA390）

14：00　ＪＩＣＡ事務所表敬

15：00　日本大使館表敬

19：00　ＪＩＣＡ事務所業務打合せ

３ 　　３ 水  9：30　保健省訪問・協議

14：00　国際協力庁（ＳＥＴＣＯ）訪問

15：00　米州保健機構（ＰＡＨＯ）訪問

４ 　　４ 木  8：30　米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）訪問

10：00　フティカルパ市へ向け移動

14：00　保健省第七衛生地域事務所

５ 　　５ 金  8：30～第七衛生地域内保健所、母子診療所訪問

６ 　　６ 土  8：30　サン・フランシスコ病院訪問

15：00　テグシガルパへ向け移動

７ 　　７ 日 資料整理

８ 　　８ 月  9：00～保健省との協議（第七衛生地域事務所、サン・フランシスコ病院

　　　　　　　　　　　  関係者を含む）

９ 　　９ 火  8：30　協議議事録に関する協議

14：00　米州開発銀行（ＩＤＢ）訪問

松本団員・岡村団員

 7：25　テグシガルパ発 → 8：05　サン・サルヴァドル着（TA210）

エル・サルヴァドル国看護教育強化プロジェクト訪問

18：35　サン・サルヴァドル発 → 22：15　ロサンゼルス着（TA520）

10 　　10 水 10：00　ＪＩＣＡ事務所報告

11：00　ＳＥＴＣＯ報告

11：30　日本大使館報告

14：30　協議議事録署名

松本団員・岡村団員

11：40　ロサンゼルス発（JL061）

11 　　11 木 資料収集

松本団員・岡村団員

16：15　成田着

12 　　12 金 11：45　テグシガルパ発 → 12：30　サン・サルヴァドル着（TA153）

18：35　サン・サルヴァドル発 → 22：15　ロサンゼルス着（TA520）

13 　　13 土 11：40　ロサンゼルス発（JL061）

14 　　14 日 16：15　成田着



－4－

１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

(１) ホンデュラス側

１) 保健省（本省）

Plutarco Castellanos 大臣

Victor Melendez 次官

Norma Paguda 対外協力部長

Gustavo Flores サービス・ネットワーク部長

Lilliana Mejia 看護研修研究センター長

２) 保健省（第七衛生地域）

Hector Escoto 第七衛生地域事務所長

Margarita Calix 計画・モニタリング・評価担当

Eda Calix 疫学担当

３) サン・フランシスコ病院

Abel Cerrato 病院長

Carlos Rodriguez 事務管理部長

Lerry Funez カルテ部長

Hostilo Medina 人事部長

Ana Ferguson 看護部長

４) 国際協力庁（ＳＥＴＣＯ）

Guadalupe Pacheco 管理渉外部長

(２) その他機関

１) 米州保健機構（ＰＡＨＯ）

John Pages ホンデュラス事務所長

２) 米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）

John Rogosch ホンデュラス事務所　保健人口栄養部長

３) 米州開発銀行（ＩＤＢ）

Juan Pablo Severi Especialista en Desarrollo Social

Jorge Orlando Torres Especialista Sectorial
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(３) 日本側

１) 在ホンデュラス日本国大使館

　　伊藤　昌光 大使

　　山内　隆弘 二等書記官

２) ＪＩＣＡホンデュラス事務所

　　林　　和範 所長

　　安藤　孝之 次長

　　高田　宏仁 職員
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２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約

　本調査団は1999年２月３日に保健省を訪問して要請内容の確認を行ったが、保健省メレンデス

次官より、1998年１月に新政権が発足後、新保健アジェンダを作成しこの実現を優先としてい

る、このため日本への要請を「日本政府に対する無償技術援助要請の枠組みにおける必要な措

置」に変更したい、との申し出があった。

　同変更要請は医療モデルの編成（サン・フランシスコ病院の混雑を緩和するため、オランチョ

県内に３カ所の二次医療病院を設置する等）を実現するための技術的支援（計画、設計、疫学評

価）が内容であった。

　調査団は、プロジェクト方式技術協力の説明を行い、病院建設を直接の達成目標とすることは

できないこと、現存の施設を活用しての協力しかできないことを述べた。先方はこれを了解し、

技術協力の枠内における協力を求めた。

　調査団は２月４日から６日までオランチョ県フティカルパ市を中心に同市内の第七衛生地域事

務所、サン・フランシスコ病院、ならびに近隣の保健関連施設を視察・調査し、第七衛生地域事

務所幹部と意見交換を行った。

　２月８日、保健省において再度メレンデス次官等と協議を行い、技術協力の枠組みについて合

意を得たので、２月10日カステリャーノ保健大臣との間で以下内容の協議議事録に署名した。

　　・プロジェクト名： オランチョ県保健医療強化プロジェクト

　　・プロジェクト目標：保健サービスへのアクセスと質の向上

　　・成　果： (１）保健医療施設の運営とサービスの質の改善

(２）プロジェクト目標の達成に必要な人材の育成

(３）レファラルおよびカウンター・レファラルシステムの改善

(４）コミュニティにおける健康教育強化

　　・プロジェクト期間：５年間

　上記のとおり、プロジェクトの枠組みについては合意が得られたものの、詳細計画の策定にま

では至らなかった。個別具体的な活動計画を策定するためには、さらなる調査を行い、ホンデュ

ラス側と十分な協議を重ねることが必要である。
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３ ． 要 請 の 背 景

３－１　開発調査

　ホンデュラス政府は、1993年７月に保健セクターの既存資源を有効活用し、保健サービスの改

善を図るべく「全国保健医療総合改善計画調査」をわが国に要請した。これを受け、わが国は

1994年４月に事前調査団を派遣しＳ／Ｗを署名後、1995年１月より本格調査を開始し、1996年７

月に調査報告書を作成した（｢開発調査｣)。

　開発調査においては３つの地域モデル・ヘルス・プログラム（①都市型モデル、②農村型／都市

型貧困モデル、③総合開発型モデル）が策定されており、この中の総合開発型モデル・ヘルス・

プログラムの実施を図るため、モデル地域とされる第七衛生地域におけるプロジェクト方式技術

協力を、1996年８月に要請してきた。

　開発調査が提示する総合開発型モデル・ヘルス・プログラムは、開発の進んでいる地域の保健

医療計画の策定と保健財政の改善に焦点をあて、保健医療分野の公的資金の効果的活用をめざす

ものとされる。一方、オランチョ県は地域戦略展開に適当な条件を有し、近い将来にプログラム

活動運営責任者がプログラムの中のプロジェクトを実施する意志および能力を有すると判断され

たことから、総合開発型モデル・ヘルス・プログラムのモデル地域であるとされた。

　開発調査は障害調節生存年（Disability-Adjusted Life Years lost：ＤＡＬＹ）の考え方

に基づき、第七衛生地域に対する優先的プログラムを以下の３点であるとしている。

(１) 感染症および母性・分娩にかかる原因による乳児死亡率の低下

(２) 労働年齢にある男性の負傷・外傷の減少

(３) 主として出産可能年齢にある女性の非感染症疾患の減少

　さらに開発調査は、モデル・ヘルス・プログラムの具体的な活動に関して、死亡率を大きく改

善させるために、それぞれ異なる原因に対する最大の費用効率を示す活動を選ぶ必要性を指摘

し、ＤＡＬＹを１単位（１年）改善するための各インターベンションの費用を概算で算出してい

る。

３－２　プロジェクト方式技術協力の要請

　上記開発調査を受け、ホンデュラス政府は以下内容のプロジェクト方式技術協力を要請した。

(１) 全体目標： 第七衛生地域における保健状況の向上

(２) 個別目標：

１) 感染症、妊産婦疾患のコントロール（特に小児感染症）

２) (12～49歳の男性を中心とした）暴力（およびその健康への悪影響）の減少
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３) 出産可能年齢にある女性の非感染症の予防

(３) プロジェクト内容：

１) 財源向上（医療財政制度改善、保健区と社会保険庁との統合にかかる新制度の促進）

２) 地方分権化（コミュニティ活動促進、教育等他セクターとの連携促進）

３) 計画、分析および評価についての機能向上（保健情報システムおよび疫学評価の強化)

４) 保健へのアクセス改善（保健所・母子クリニック強化、救急医療改善、人材育成強化等)

　この要請内容は開発調査が提唱した総合開発型モデル・ヘルス・プログラムに則したものであ

るが、その内容をすべてカバーしようとすることで、ＪＩＣＡのプロジェクト方式技術協力とす

るにはあまりにも広範なものとなっており、かねてより協力内容の絞り込みが必要であると指摘

されていた。

３－３　３－３　３－３　３－３　３－３　｢｢｢｢｢日本政府に対する無償技術援助要請の枠組みにおける必要な措置」日本政府に対する無償技術援助要請の枠組みにおける必要な措置」日本政府に対する無償技術援助要請の枠組みにおける必要な措置」日本政府に対する無償技術援助要請の枠組みにおける必要な措置」日本政府に対する無償技術援助要請の枠組みにおける必要な措置」

　1999年２月３日の保健省との会議において、ホンデュラス側より要請内容を1998年１月に発足

した新政権が策定した新保健アジェンダに沿った「日本政府に対する無償技術援助要請の枠組み

における必要な措置」に変更したい旨の申し出があった。書面および協議により確認した内容は

以下のとおりである。

(１) ｢第七衛生地域保健総合開発計画」の目的を以下の３点と位置づける。

１) サン・フランシスコ病院の混雑解消

２) 保健教育の充実

３) 保健モデル近代化のためのモデル作成

(２) 上記（１）に関連し、以下の政策を有する。

１) サン・フランシスコ病院と保健所との間に中間的な医療施設を設置（既存保健所を

集約し格上げ）することで、当該医療施設に第二次医療施設としての役割を担わせると

ともに、サン・フランシスコ病院の混雑緩和ならびに第三次医療施設としての機能強化

を図る。

２) 中間的な医療施設の候補地は現在４カ所（サラマ、シリカ、ラ・ウニオン、カタカ

マス）あり、うち３カ所を選定する。

(３) 日本の技術協力に関しては、第１フェーズとして１年間、以下を目的とする調査分析

を期待する。
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１) (第七衛生地域の中で）優先すべき対象住民の選定

２) (第七衛生地域の中で）優先すべき課題の明確化

３) 保健医療サービスの再適正化と開発の必要性の明確化

４) 保健財政と管理面の問題の明確化
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４．開発計画の現状と関連

４－１　国家保健計画の概要

(１) 1998年に誕生したフローレス政権は、新たに国家保健政策を策定し､“LA NUEVA AGENDA

EN SALUD 1998-2002”(新保健アジェンダ）として発表、①現状、②新政策策定の理由、

③希望および目標、④新政策の基本的構成、⑤新政策の積極的戦略、⑥財政確立と行政改

革、の６章からの説明を加えている。

(２) 新保健アジェンダの中心は以下の２点である。

１) 衛生地域の県単位化（departamentalizacion）

２) 保健医療機関の再編（reorganizacion del modelo de atencion）

(３) 衛生地域の県単位化は、現在18の県に対して９の衛生地域が対応しているが、これを

18に増やして、１県１衛生地域とし、さらに首都テグシガルパと第２の都市サン・ペド

ロ・スーラの都市衛生地域を加えた20の衛生地域を設置するものである。

　これにより、保健省の政策策定、監督・指導能力を強化し、地方分権の流れに沿った

衛生地域の機能を強化することがねらいである。

　今回のプロジェクトの対象とされるオランチョ県は23の市町村から構成されるが、そ

のうちの22の市町村が第七衛生地域を構成していることから、衛生地域の県単位化によ

るプロジェクトへの影響はほとんどないと考えられる。

(４) 保健医療機関の再編は、以下の諸点を含む。

１) 現在２次レベルの病院を３次レベルの病院に引き上げる。

２) １次レベルの医師あり保健所（ＣＥＳＡＭＯ）の統廃合を通じて、２次レベルに引

き上げる。

３) １次レベルの保健医療機関の整理

４) 個々の保健医療機関の診療レベルを向上させる。

５) 飲料水の安全確保や環境衛生の問題などに取り組む姿勢を強化する。

　上記３）の１次レベルの保健医療機関は以下の組織からなるとされる。

① 基本的保健サービス群（Unidades Basicas de Salud）

以下を含む活動を通じて健康の増進と教育を行う。

・コミュニティにおける母子への総合的サービス
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・分娩コミュニティハウス

・薬品コミュニティ資金

・家庭内保健医療係（ＨＯＧＡＳＡ）

・コミュニティ経口補液所（ＵＲＯＩＣ）

・基本サービスパックの配布

・コミュニティでの肺炎管理

② コミュニティ・ヘルスセンター（Centros de Salud Communitario）

補助看護婦と衛生技師、ボランティアが駐在、保健活動と簡単な医療を行う。

③ 診療所

　保健医療機関の再編に関してはホンデュラス側からの支援要請があったが、今回のプ

ロジェクトとしては、ホンデュラス側による再編実施の状況を踏まえつつ、適性技術、

自立発展性等の視点から住民への裨益が最大になるよう慎重を期さなければならない。

４－２　国家保健計画の現状認識（保健医療に関する問題）４－２　国家保健計画の現状認識（保健医療に関する問題）４－２　国家保健計画の現状認識（保健医療に関する問題）４－２　国家保健計画の現状認識（保健医療に関する問題）４－２　国家保健計画の現状認識（保健医療に関する問題）

(１) 新保健アジェンダは、母子死亡率を問題の第一としてあげている。乳児死亡率は1996

年に出生数1000に対し42であり、これは1989年の50に比べると減少を示している。

　この減少は新生児期後（生後28日以上、１年未満）の死亡率の減少によるものであり、

その結果、新生児（生後29日以前）死亡率が乳児死亡率の半分以上を占めるようになっ

ている。

　新生児死亡の主要な原因は、未熟児、新生児性窒息、敗血症、産科的外傷、および呼

吸障害である。

(２) 妊産婦死亡率は、1997年には出生数10万に対して168であった。1989／90年には221で

あり、著明な減少を示しているものの、域内の他の国々に比べると高いし、予防、コン

トロール可能な原因が残存しているのが問題である。

　主要死因は出血、妊娠に伴う高血圧症および感染症で、主要なリスクファクターは多

産、若年および高齢出産、出産と出産の間隔の短さ、等である。

　妊産婦、乳児死亡の70％が家庭で起こっている。田舎で過疎地域であるということが

あり、大部分の死亡が分娩時またはその後の24時間以内に起こっている。

(３) 次に問題とされているのはベクターによって伝播される疾病、特にマラリア（1997年

に９万3000例)、デング熱（1997年に１万1305例）である。シャーガス病も問題であり、

約20万人の住民に影響を与えている。
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(４) エイズも増加しており、1998年１月にはＨＩＶ陽性が１万731を数え、これに伴う日和

見感染症としての結核も増えている。

(５) ５歳以下で一番問題なのは呼吸器疾患であり、次に栄養不良、腸管疾患である。1996

年の調査では、受診者の39.2％が急性呼吸器感染症、19.3％が下痢症であった。予防接

種の普及率は高く、その対象疾患はよくコントロールされている。

(６) コレラは、1995年、1996年に比べれば、1997年には減少している。しかし再流行の防

止のための努力は継続すべきである。

(７) 暴力（特に家庭内)、住居・交通・労務事故、麻薬中毒、薬物依存等の問題も増加して

いる。特にコルテスとフランシスコ・モラサンの両県でそうである。

(８) 慢性疾患も増加してきており、次の新たな世紀には解決を迫られる問題となるであろ

う。

(９) 上水道設備、下水、屎尿、塵芥処理等の問題も山積しており、外国からの援助で解決

を図りたい。健康上安全な住居も必要である。

４－３　国家保健計画の現状認識（保健・医療制度）４－３　国家保健計画の現状認識（保健・医療制度）４－３　国家保健計画の現状認識（保健・医療制度）４－３　国家保健計画の現状認識（保健・医療制度）４－３　国家保健計画の現状認識（保健・医療制度）

(１) 1995年の保健関連国家予算は２億8700万米ドルであり、国民総生産の7.2％であった。

1997年には保健予算の30％が外国からの援助であった。

(２) 公的医療機関は基本的に保健省の管轄下にあり、医療の60％をカバーしている。社会

保険庁が10～12％であり、以下、より小規模であるが、軍医療機関、社会保障局、労働

省職業衛生安全局医療部が公的医療を担っている。

　保健省による公的医療サービスは６つのレベルで行われているが、レファラルシステ

ムが機能していない。行政的には保健省の管轄は９つの衛生地域に分けられ、さらに41

の保健区に分けられている。これらの保健区、衛生地域は行政区には一致していない。

　1998年には、保健省の医療網には1050の医療施設があり、その内訳は病院28、母子診

療所８、医師あり保健所（ＣＥＳＡＭＯ）213、医師なし保健所（ＣＥＳＡＲ）796であ

る。これらの施設の60％はまったく荒廃している状態にあり、社会保険局の医療施設も

同様である。病院機能としては、公立施設が入院患者の約70％を取り扱っている。
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　保健省管轄の医療施設の入院患者の少なくとも70％は成人患者である。妊娠、出産、

産褥が46.1％を占め、次に呼吸器疾患が8.62％、外傷が8.28％である。

　1996年の入院患者の死亡率は、第１位がエイズで死亡合計の５％、第２位が外傷で4.5％

であったが、外傷の内訳ははっきりしない。

(３) 私立医療施設は56前後の病院（病床数合計1400以上）と不特定多数の診療所からなり、

その中のいくつかは宗教団体が運営している。

４－４　国家保健計画の目標４－４　国家保健計画の目標４－４　国家保健計画の目標４－４　国家保健計画の目標４－４　国家保健計画の目標

(１) 乳幼児死亡率を出生数1000に対し35以下に引き下げる。

(２) 妊産婦死亡率を出生数10万に対し110以下に引き下げる。

(３) マラリアおよびデング熱による死亡率を半減させる。

(４) ５歳未満児の予防接種率を95％以上に上げる。

(５) コレラの致命率を１％以下にする。

(６) 上水供給率を95％に、屎尿の適切な処理率を90％に上げる。

(７) ＨＩＶ／エイズ問題の増大を抑制する。

(８) 暴力に対する戦いに努力する。

４－５　国家保健計画の進捗４－５　国家保健計画の進捗４－５　国家保健計画の進捗４－５　国家保健計画の進捗４－５　国家保健計画の進捗

　新保健アジェンダについては中央レベルで会議が開催されている程度であり、衛生地域の県単

位化、保健医療機関の再編、のいずれについても具体的な進捗はみられない。

４－６　ハリケーン・ミッチの国家保健計画に対する影響４－６　ハリケーン・ミッチの国家保健計画に対する影響４－６　ハリケーン・ミッチの国家保健計画に対する影響４－６　ハリケーン・ミッチの国家保健計画に対する影響４－６　ハリケーン・ミッチの国家保健計画に対する影響

　1998年11月に中米一帯を襲ったハリケーン・ミッチにより、ホンデュラスでは水害のため6000

人以上が死亡、人口の約３分の１の200万人以上が影響を受け、保健インフラも被害は少なくな

いが、新保健アジェンダの掲げる政策そのものは、そのまま維持されるとのことである。
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５．第七衛生地域（オランチョ県）の現状と問題点５．第七衛生地域（オランチョ県）の現状と問題点５．第七衛生地域（オランチョ県）の現状と問題点５．第七衛生地域（オランチョ県）の現状と問題点５．第七衛生地域（オランチョ県）の現状と問題点

５－１　第七衛生地域５－１　第七衛生地域５－１　第七衛生地域５－１　第七衛生地域５－１　第七衛生地域

　オランチョ県はホンデュラス中央部やや東に位置し、総人口39万6574人（ホンデュラス全体の

6.9％)、総面積２万3905km2（ホンデュラス全体の21.2％）を有するホンデュラス最大の県であ

り、23の自治体から構成されている。第七衛生地域は行政的にはオランチョ県に属する地方自治

体Esquipulas del Norteを除く22の自治体をカバーしており、地域的にはおおむねオランチョ

県と同義であるといえる。中心都市は首都テグシガルパから約170㎞のフティカルパ市（人口約

７万7000人）である。

　第七衛生地域には３～８の地方自治体でまとめられた４つの保健区があり、フティカルパ、カ

タカマス、サラマ、サン・フランシスコ・デ・ラパスにそれぞれ事務局を設置している。

　第七衛生地域内の公共医療施設としては、病院１、医師あり保健所（ＣＥＳＡＭＯ）25、医師

なし保健所（ＣＥＳＡＲ）98、母子診療所（ＣＭＩ）４（ただし実際に機能しているのは１カ所

のみ）の、計128の施設がある。

　医療従事者には、医師、正看護婦、准看護婦、技師（麻酔、検査、レントゲンなど）がいる。

医師はホンデュラス国立自治大学における７年間の就学に加え、農村地域における１年間の社会

奉仕を行うことで、医師としての資格が与えられる。准看護婦の場合は、10カ月のコースを受講

後、１年間の社会奉仕を行うことで、准看護婦としての資格が与えられる。技師は国立人材養成

センター（ＣＥＮＡＲＨ）において養成されている。また伝統的産婆（ＴＢＡ）については、保

健省主催の地域におけるコース（６日間）が実施されており、さらに毎月の会合への参加を促し

たり、看護婦がＴＢＡを訪問するなどのフォローアップが行われている。

　地域保健局は、環境、感染、総務、母子保健、人事、計画、教育広報の７つの部署に分かれて

いる。地域保健局の考える保健医療に関する問題点としては、以下があげられた。

(１) 医療サービスへの住民のアクセスの低さ

(２) 医療サービスや施設に関する管理能力不足

(３) レファラルシステムの機能不足

(４) 重要な基本資材の供給不足

(５) 施設の老朽化、および機材の整備不良

(６) 人材の再教育と監督の不足

(７) 医療部門に関する資金繰りの赤字
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５－２　サン・フランシスコ病院（地域中核病院）５－２　サン・フランシスコ病院（地域中核病院）５－２　サン・フランシスコ病院（地域中核病院）５－２　サン・フランシスコ病院（地域中核病院）５－２　サン・フランシスコ病院（地域中核病院）

　第七衛生地域の地域中核病院であるサン・フランシスコ病院は、1991年に日本の無償資金協力

｢地域中核病院医療整備計画」により改築された85床の総合病院である。それまでのサン・フラン

シスコ病院とは敷地を替えて改めて建築されたものであり、実質的には完全な新築と同様である。

　サン・フランシスコ病院の利用者数は近年、以下のように推移している。病院規模を勘案すれ

ば利用度は非常に高いといえるが、反面その混雑が問題点として指摘されている。

表５－１　サン・フランシスコ病院　患者数推移

1996年 1997年 1998年

一般外来患者 75,046 81,244 89,025

（うち歯科) (4,501) (3,736) (3,301)

（うち精神科) (36) (215) (659)

救急患者 21,455 22,908 21,278

入院患者 7,225 8,540 8,777

（うち産科) (3,807) (4,315) (4,526)

　以下に示すのはサン・フランシスコ病院の分娩数の推移であり、正常分娩の比率が常に60％を

超えていることがわかる。また正常分娩のうちでもフティカルパ市以外の在住者の割合が50％を

超えており、出産については地元の保健所を素通りして直接サン・フランシスコ病院を訪問する

傾向がみられる（サン・フランシスコ病院長によれば、他の疾病等についても住民が直接サン・

フランシスコ病院を訪問する傾向があるとのことであった)。

表５－２　サン・フランシスコ病院　分娩数推移

1996年 1997年 1998年 同左（フティカルパ

市以外在住）

正常分娩 2,351 2,639 2,674 1,486

難産 590 650 938 538

帝王切開 599 664 615 308

合計 3,540 3,953 4,227 2,332

　供与機材についてはおおむね良好に利用されていることが確認されたが、サン・フランシスコ

病院は改築後８年を経過しており、更新時期を迎えている機材に関してホンデュラス側の自助努

力のみでは更新が容易でないこともうかがえた。
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５－３　地域保健所

(１) ＣＥＳＡＭＯ

　第４保健区の事務局が併設するサン・フランシスコ・デ・ラパス（人口１万2182人）

のＣＥＳＡＭＯを訪問。そこには、医師２名、正看護婦１名、准看護婦１名、検査技師、

薬剤師各１名が常時勤務しており、保健プロモーター２名、保健ボランティア10名、マ

ラリアボランティア20名、ＴＢＡ16名を管轄している。

　外来患者数は60人／日前後、診察費は３レンピーラ（Lpr）である。主な業務は、①外

来診療、②乳児や妊婦に対する予防接種、③家族計画指導（ピル、コンドーム）や避妊リング

（ＩＵＤ）挿入、④下痢・脱水の治療（ＯＲＳ、輸液)、⑤創処置（軽傷の場合)、⑥尿検査・

細胞診・マラリア顕微鏡検査、などである。主な疾患は、小児の場合、呼吸器疾患、下

痢、皮膚病など、女性では、膣炎、マラリア、デング熱などで、老人には、高血圧、尿路

感染症、マラリア、デング熱などが多い。

　難産、脳炎などの重症患者が受診した場合には、車で約40分ほどのサン・フランシス

コ病院へ患者転送表とともに転送している。しかし、救急車がないため、50Lprを支

払って赤十字から借用するか、そうでなければ知人の車や公共のバスを利用するしかな

い状況である。このような例は月に15例程度発生しているとのことである。また、近く

のＣＥＳＡＲから同様のケースが送られてくることもある。

　家族計画、下痢、マラリア、エイズ・性病などへの対策についての講習会が看護婦、

保健プロモーターによって週に３回程度実施されている。患者待合所でビデオ教材を放

映することもあるが、訪問した時点ではテレビが故障しており、使用できていない状態

であった。

　分娩はほとんどがＴＢＡの介助によって自宅で行われているが、要請があれば准看護

婦が出張している。分娩前後の異常時（分娩困難、分娩後発熱など）にはＣＥＳＡＭＯ

に運ばれてくるため、処置、処方、時には分娩介助も行っている。ＴＢＡはほとんどが

老人であり、なかには問題の多いＴＢＡもいる。そのため、ＴＢＡトレーニングを実施

したり、住民に対して利用しないように説明することもあるが、住民からの信頼が厚い

ため問題は解決されていない。

　常備している薬品は主に抗生物質で、３カ月ごとに保健局に請求することにより、不

足なく補給されている。患者には５日分の薬を処方しているが、医師によってはそれ以

上処方してしまうことがあり、薬品の不足につながってしまう。

　勤務時間であるにもかかわらず医師が不在であったことから正看護婦に問題点を聞い

たところ、教育用機材、滅菌機、ＩＵＤ挿入器具、薬品などが不足していて、業務に支

障があるとのことであった。
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(２) ＣＥＳＡＲ

　サン・フランシスコ・デ・ラパスにあるＣＥＳＡＲを訪問。管轄人口は６村、4200人。

　准看護婦１名が常時勤務しており、保健プロモーター１名、保健ボランティア９名、

ＴＢＡ３名を管轄している。診療費は２Lpr。診療時間は午前７時30分から午後３時30

分までであり、時間外には患者が直接准看護婦の自宅に来ることもある。主な業務は、

①外来診療と簡単な処方（看護婦ができる範囲のもの)、②予防接種、③妊婦の体重測定、な

どであるが、２週間ごとに６つの村を訪問し、健康相談や予防接種なども行っている。

その際の移動手段は、ロバか保健プロモーターのオートバイ（国から供与されている）

に乗せてもらっているようである。

　外来患者の主な疾患は、風邪、肺炎、皮膚病、森林伐採時の外傷、などである。医師

がいないため、常備薬の抗生物質を処方したり、軽い外傷であれば縫合なども行ってい

る。対応できない患者の場合は、近くのＣＥＳＡＭＯまでは１時間かかるため、公共バ

スで45分のサン・フランシスコ病院へ転送することが多い。その際にも患者転送表を利

用している。

　勤務している准看護婦に問題点を聞いたところ、縫合セット、子供用体重計、血圧計、

薬品の不足をあげていた。

(３) 母子診療所（ＣＭＩ）

　第２保健区の事務局が併設するカタカマスのＣＭＩを訪問。ここはオランチョ県内に

ある４つのＣＭＩのうち、唯一機能しているところである。管轄人口は３自治体の11万

2000人。

　医師（一般医）１名、正看護婦１名、准看護婦２名が常時勤務しており、ＴＢＡ18名

を管轄している。診療時間は、医師は午前７時から午後３時までであり、それ以降は拘

束体制のために電話での呼び出しを受ける。准看護婦は24時間体制で勤務している。１

日の分娩件数は３～４件である。

　診療費は４Lprであるが、妊娠が明らかになった場合は、検査、歯科診療などがすべて

無料となる。

　施設内には分娩台１台、陣痛・産褥用ベッド10床があり、主な業務は、①妊産婦に対す

る外来診療、②分娩介助、③家族計画指導やＩＵＤ挿入、④妊婦検診などを行っている。妊

婦検診は、妊娠４～５カ月は月１回、６～７カ月は２週間に１回、分娩予定前４週間は毎

週行うこととなっており、血液・尿検査、マラリア検査、血圧・児心音・腹囲測定、内

診、細胞診などを行っている。
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　常勤している医師は一般医であるため、重症な妊娠中毒症（高血圧、弛緩発作など)、

新生児に異常があった場合などにはサン・フランシスコ病院へ転送している。多いとき

は１日当たり約３件だが、平均すると１月当たり約30件である。しかし、救急車がない

ため、患者が自分で車を手配したり、公共のバスを利用している。

５－４　保健関連指標５－４　保健関連指標５－４　保健関連指標５－４　保健関連指標５－４　保健関連指標

　多くの保健衛生関連指標で、第七衛生地域はホンデュラスの平均を下回っていることが明らか

になっている。

(１) 乳児死亡率：出生数1000に対し48

　ホンデュラス全体では、出生数1000に対し42。

　死亡原因は、肺炎23％、未熟児20％、気管支敗血15％、腸感染症11％の順である。

(２) 妊産婦死亡率：出生数10万に対し210

　ホンデュラス全体では、出生数10万に対し155。

　第七衛生地域における1998年の出産件数は１万4983件（サン・フランシスコ病院

28.2％、保健所・ＣＭＩ5.0％、ＴＢＡの立ち会いによる家庭分娩24.0％、未報告42.8％)

であり、母親の死亡は21件とされる。しかしながら妊産婦の死亡については統計の精度が

高くないことも指摘されている（特に家庭分娩に関連して死亡した妊産婦の統計もれ)。

(３) 医療従事者数：医師58、看護婦323、保健ボランティア3722

　特に医師、看護婦についてはオランチョ県の中でもフティカルパやカタカマスといっ

た都市部に集中している様子である。

(４) 水道普及率：30.2％

　ホンデュラス全体について、都市部では89.0％、農村部では52.7％。

(５) 適切な屎尿処理設備の普及率：44.2％

　ホンデュラス全体について、都市部では94.0％、農村部では57.0％。

(６) 非識字率：40.6％

　ホンデュラス全体では20.1％。
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６．他国援助機関の協力概要

６－１　米州保健機構（ＰＡＨＯ）

　ホンデュラスにおける保健医療の弱点は、①感染症対策（マラリア、デング熱、下痢、呼吸器疾

患、結核などの感染症予防、病院における院内感染対策、臨床試験場などの感染症対策)、②母子保

健、③老人性慢性疾患（高血圧、糖尿病、眼科疾患など）対策、④上下水道整備、の４点であるとの

認識のもと、地域レベルで保健医療システム改革、感染症対策、上下水道整備等のプロジェクト

支援を行っている。

　また、他の援助機関との調整役を担っており、定期的な会議を設けている。

６－２　米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）

　ホンデュラスの保健医療に関する最も大きな問題は妊産婦死亡率の高さであり、家族計画やリ

プロダクティブヘルスに関する支援が求められているとの認識である。問題の原因として女性の

多産ならびに出産間隔の短さにより、貧血などになりやすいことや、ＨＩＶ／エイズの感染率の

高さなどをあげている。またＨＩＶ／エイズ以外の感染症（結核、デング熱、マラリアなど）の

対策や下痢症対策、また上下水道・トイレの改善も重要である、としている。

　現在実施しているプロジェクトは以下の３つのプロジェクトであるが、個別の具体的活動状況

は明らかにはならなかった。

(１) ヘルスセクターⅡプロジェクト

　ホンデュラス政府とともに、母子保健、家族計画、リプロダクティブヘルス、ＨＩＶ／

エイズ、安全な水の供給、疾病コントロール等について取り組む。

(２) プライベートセクタープロジェクト

　母子保健・家族計画関連の５つの非政府組織に対して資金援助を実施する。

(３) 食料供給支援プログラム

６－３　米州開発銀行（ＩＤＢ）

　1999年に入り、ホンデュラス全国レベルでの保健医療アクセスプロジェクトを開始した。投入

規模は４年間で400万米ドルである。このプロジェクトは、保健省、病院などの保健医療機関の

組織強化や健康教育を通じて、地域住民の医療へのアクセス強化を目的とするものであるが、訪

問した時点では計画策定の段階であり、具体的にどの地域にどの程度の人材や資金を投入するか

は未定である。

　ＪＩＣＡが実施するプロジェクトと一部の内容が類似することが予想されたため、双方の協力

が必要不可欠であることが同意された。
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７．プロジェクト実施計画７．プロジェクト実施計画７．プロジェクト実施計画７．プロジェクト実施計画７．プロジェクト実施計画

　1996年８月にホンデュラス政府より提出された本プロジェクトの要請書の内容はきわめて広汎

なものであり、また本調査団到着後に提出された「日本政府に対する無償技術援助要請の枠組み

における必要な措置」についても、保健システム改善に向けた意識は認められたものの、ホン

デュラス側が期待する具体的なプロジェクト計画については明確なものではなかった。

　このような状況下、事前調査団はホンデュラス側に改めてプロジェクト方式技術協力のスキー

ムについて説明し、ホンデュラス側との議論を重ねた結果、プロジェクトの枠組みを以下とする

ことで合意した。

　　・プロジェクト名： オランチョ県保健医療強化プロジェクト

　　・プロジェクト目標：保健サービスへのアクセスと質の向上

　　・成　果： (１）保健医療施設の運営とサービスの質の改善

(２）プロジェクト目標の達成に必要な人材の育成

(３）レファラルおよびカウンター・レファラルシステムの改善

(４）コミュニティにおける健康教育強化

　　・プロジェクト期間：５年間

　このようにプロジェクトの基本的枠組みについては一応の合意が得られたものの、たとえば

各々の成果について具体的に何をどこまで向上、改善するのかは明確になっておらず、詳細活動

計画や指標についても決定するには至らなかった。

　今後はプロジェクト開始に向けて以下事項を確認するため、さらなる調査を実施する必要があ

る。

(１) プロジェクト目標に関連した現状の問題分析

(２) プロジェクトの実施により達成可能な状況の確認

(３) プロジェクト目標の実現に向け必要となる活動の把握

(４) (１)(２)(３）を踏まえたプロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）の作成
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８．相手国のプロジェクト実施体制８．相手国のプロジェクト実施体制８．相手国のプロジェクト実施体制８．相手国のプロジェクト実施体制８．相手国のプロジェクト実施体制

８－１　保健省第七衛生地域事務所８－１　保健省第七衛生地域事務所８－１　保健省第七衛生地域事務所８－１　保健省第七衛生地域事務所８－１　保健省第七衛生地域事務所

　詳細活動計画は策定されていないが、本調査団により合意されたプロジェクトの基本的枠組み

の中でプロジェクトを計画・実施した場合、ホンデュラス側の主たる実施機関は保健省第七衛生

地域事務所（組織図の上ではその傘下となるサン・フランシスコ病院と各保健区職員を含む）と

なることが見込まれる。

８－２　保健省本省８－２　保健省本省８－２　保健省本省８－２　保健省本省８－２　保健省本省

　ホンデュラスは地方分権化政策を掲げているが、衛生地域事務所の県単位化は実際には進捗し

ていないうえ、各衛生地域事務所の予算については依然として保健省本省から配分される形と

なっている。このような状況下においては、プロジェクトの円滑な実施のために保健省本省の協

力は不可欠であり、合同調整委員会のメンバーに保健省本省を含める等の工夫により、理解と協

力を得ることが重要である。
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附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料

①　協議議事録

１　英語版

２　西語版

②　プロジェクト要請書

１　原文（西語）

２　日本語訳

③　日本政府に対する無償技術援助要請の枠組みにおける必要な措置

１　原文（西語）

２　日本語訳

④　調査団からの事前照会関連資料

１　質問項目

２　回答（西語）

３　回答（日本語要約）

⑤　現地収集資料

１　ホンデュラス国　衛生地域区分

２　オランチョ県　地方自治体区分（保健区別）

３　オランチョ県　地方自治体区分（人口１万人当たり医師数）

４　オランチョ県　地方自治体区分（保健サービスネットワークとＮＢＩ指数）

５　オランチョ県　社会経済データ

６　第七衛生地域　公共保健サービス網

７　オランチョ県　地方自治体区分（人口）

８　オランチョ県　保健衛生状況

９　第七衛生地域　保健予防プログラムへの投入予算

10　第七衛生地域　地方自治体別　保健医療関連予算（1997年）

11　オランチョ県　地方自治体別　社会指標

12　第七衛生地域　地方自治体別　医療従事者配置状況

13　第七衛生地域　地方自治体別　ボランティア・伝統的産婆数

14　オランチョ県　死亡関連データ

15　第七衛生地域　年齢層別　死亡比率（1998年）
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16　第七衛生地域　乳児死亡原因（1998年）

17　第七衛生地域　男女別　死亡割合（1998年）

18　第七衛生地域　死亡原因（1998年）

19　第七衛生地域　地方自治体別　死亡率（1998年）

20　第七衛生地域　地方自治体別　乳児死亡件数（1998年、ハリケーン前）

21　第七衛生地域　地方自治体別　保健所対応件数（1998年）

22　第七衛生地域　地方自治体別・場所別　分娩件数

23　第七衛生地域　各保健区組織図

24　第七衛生地域　健康委員会の機能

25　第七衛生地域　伝統的産婆のための研修内容

26　家庭健康調査　調査表様式

⑥　協議記録

１　保健省（２月３日）

２　国際協力庁（２月３日）

３　米州保健機構（２月３日）

４　米国国際開発庁（２月４日）

５　保健省第七衛生地域事務所（２月４日）

６　サン・フランシスコ病院（２月６日）

７　保健省（２月８日）

























































































































































































－116－

⑥ － １ 　 協 議 記 録 【 保 健 省 （ ２ 月 ３ 日) 】

ホンデュラス国　第七衛生地域保健総合開発計画　事前調査団

｢ホ」国保健省との打合せ①

日時：1999年２月３日（水）ＡＭ９：50～ＰＭ０：15

場所：｢ホ」国保健省会議室

｢ホ」国側出席者：Dr. Victor Manuel Melendez Colindres（保健省　次官）

Lic. Norma Paguda（保健省　対外協力部長）

Dr. Hector Luis Escoto（保健省　第七衛生地域事務所長）

Dr. Gustavo Flores（保健省　サービスネットワーク部長）

日本側出席者： 事前調査団（新崎団長、平賀団員、松本団員、岡村団員、樋口団員）

林　ＪＩＣＡホンデュラス事務所長

協議内容

団長）(メンバー紹介）

松本）(本調査団の経緯および役割を説明）

ハリケーン・ミッチによる被害が第七衛生地域における技術協力という「ホ」国側要

請内容に影響を及ぼしていないかを確認したい。

ＧＦ）今回の第七衛生地域のプロジェクトのためにすでに準備グループが存在しており、そ

の上に技術コーディネーターとしてメレンデス氏がいる。

ハリケーン・ミッチの被害は国全体でUS$50億といわれているが、第七衛生地域につ

いてはインフラの被害があるものの、その被害自体が技術協力の要請に影響を及ぼす

ものではない。

しかしながら、昨年１月のフローレス新政権の樹立に伴い作成した新保健アジェンダ

の考え方に則し、より将来のビジョンを見据えた形で要請内容の変更を行いたいと考

えている。

具体的には、以下４つの理由から保健医療モデルの再構築を行いたいと考えており、

日本の指導をお願いしたい。

① 医療サービスの改善

② 緊急医療体制の充実

③ 地域中核病院であるサン・フランシスコ病院の混雑緩和

④ 健康に関する教育の充実

ＶＭ）自分は日本の協力により行ったマスタープランの作成（開発調査）に関し、コーディ

ネーションを行った。新保健アジェンダ作成についてもマスタープランの提言が数多

く取り入れられている等、大変役立っている。
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マスタープランにおいてパイロット・プランとされているサン・ペドロ・スーラ（都

市型モデル）およびテグシガルパ（都市型貧困モデル）については、以下の対策が実

施・検討中である。

テグシガルパ サンフェリペ病院産科病棟の建設、および３つの地域医

療センターの建設が完了。

サン・ペドロ・スーラ 病院網の整備に関し、日本からのミッションが予定され

ている。

総合開発型については、マスタープラン作成後政権が代わってはいるが、第七衛生地

域から開始するのがやはり適当であると考えている。第七衛生地域の代表も、今回の

プロジェクトが地域に恩恵を与えるものとして期待しているし、保健省としてもそれ

を支援したいと考えている。

ハリケーン・ミッチによる被害も、逆に地域保健を強化するべきとの考え方を後押し

している側面がある。

団長）われわれの経験からいうと、プロジェクト型技術協力は「援助」ではなく「協力」と

しての意味合いが強い。｢助ける」というよりも「一緒に問題を考える」というスタ

ンスである。

｢ホ」国側がわからないことは教えるが、日本側がわからないことは逆に教えてもら

う。一方的なものではなく、ギブ＆テイクの関係であり、それが双方にとってよいこ

とであると考える。日本の保健医療システムにも問題は存在する。

ＶＭ）私は日本に研修で訪れたこともあり、日本の保健医療システムが秀でていること、日

本がこの40年の間にどれだけそのシステムを改善させたかも理解している。日本の協

力から学ぶところは非常に多いと期待している。

｢ホ」国には日本にない病気や貧困の存在があり、そのような観点からは日本が学ぶ

ことができるかもしれない。準備チームの知識は日本の皆さんと分け合える。

第七衛生地域は比較的進んだ地域であり、限られた期間でもシステムの改善が達成で

きるのではないかと期待している。地域住民も日本の無償資金協力で建設されたサ

ン・フランシスコ病院の存在から日本の援助はよいことであるという認識があるし、

またコミュニティの関係も良好である。

このプロジェクトがインフラを建設する類のものではないことは理解しているし、協

力して第七衛生地域の保健医療状況を改善するものであると考えている。

ＨＥ）今の次官のコメントが第七衛生地域住民の期待を表している。
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われわれが直面する問題のひとつとして、医療サービス網が十分に機能していないと

いうことがあり、保健医療モデルの再構築を検討中であるが、それがフィージブルな

ものであるかどうか、検討、協力をお願いしたい。

第１次レベルとしてのＵＰＳにおいては、健康に関する教育を強化したい。第３次レ

ベルとしてのサン・フランシスコ病院については、非中央集権化を図り混雑を緩和す

ると同時に設備等を充実・有効活用することにより、真の意味における第三次医療を

施せるようにしたいと考える。

ＶＭ）中間レベルの再編成として「スーパーＣＥＳＡＭＯ」の設置を検討している。現在保

健所（ＣＥＳＡＭＯ、ＣＥＳＡＲ）は全国に1100カ所存在しているが、孤立した所の

医療従事者が意見交換の不足等から勉強しなくなる、というような問題が生じている。

この問題を解決し、またサン・フランシスコ病院の混雑解消を図るため、複数の

ＣＥＳＡＭＯを戦略的な場所に集約する。人々が集まりやすく、電気や電話が通じ

ている場所にラボラトリー、放射線、救急の機能をもたせ、アクセスのよさを生かし

て医者の巡回、手術スケジュールの機動的な設定等行えるようにしたい。

｢ホ」国全体で20カ所の設置を見込んでいるが、第七衛生地域内の３カ所を手始めと

し、それが上手くいけば全国に広げたい。必要な資金についてはスペインからの援助

を活用する予定であり、US$40百万を要請したうち、US$20百万が承認されている。

また地域住民からも一部負担させる方向で考えている。

保健医療モデルの再構築については、大統領の指示により保健省が住民のニーズを踏

まえ検討作業を行っている。大きな規模の作業であり、全国的な作業が完了するまで

には数年を要するものと思われる。

地区によっては現時点では医者がいるにもかかわらず、保健医療システムの変更によ

りいなくなるところも出てくるため、合意が円滑に得られるかも問題である。すでに

一部マスコミには否定的な論調もみられる。

日本にはまず状況調査についての協力をお願いしたい。

松本）機材のメンテナンスの問題や人材育成の問題ではなく、レファラル、アクセスの改善

が最大関心事なのか？

ＶＭ）どれが重要であるかということは一概にはいえない。

第１次レベルのＵＰＳでは建物がなくてもコミュニティとともに教育・啓蒙に注力

し、予防が大切であることを教えられるようにしたい。また保健所のなかには放置さ

れているものがあり、本当に重病の人だけが病院に行くように改善したい。
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他方、治療ということを考えるとやはり医療施設の充実は必要であり、また医師、正

看護婦、准看護婦、保健環境技術員（ＵＳＡＩＤの支援により８～10週間の研修を受

けた保健省の役人）等の教育も重要である。

岡村）衛生地域については現在の９地域から18地域に分割する構想があるとのことであった

が、現在の進捗状況は？

ＶＭ）衛生地域については、より行政の「県」に合わせた形で改編する構想であったが、こ

の１月に就任した保健大臣の指示で作業が停止している。

だが、第七衛生地域はほとんど行政単位としてのオランチョ県と同義であり、衛生地

域改編がこのプロジェクトに与える影響はないものと考える。

以　上
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⑥⑥⑥⑥⑥－２　協議記録【国際協力庁（２月３日－２　協議記録【国際協力庁（２月３日－２　協議記録【国際協力庁（２月３日－２　協議記録【国際協力庁（２月３日－２　協議記録【国際協力庁（２月３日))))) 】】】】】

ホンデュラス国　第七衛生地域保健総合開発計画　事前調査団

｢ホ」国国際協力庁との打合せ

日時：1999年２月３日（水）ＰＭ２：00～ＰＭ３：00

場所：｢ホ」国国際協力庁　会議室

｢ホ」国側出席者：Guadalupe Hung Pacheco（国際協力庁　管理渉外部長）

日本側出席者： 事前調査団（新崎団長、平賀団員、松本団員、岡村団員、樋口団員）

林　ＪＩＣＡホンデュラス事務所長

協議内容

ＧＰ）初めに国際協力庁の長官がハリケーン後の国家再建委員会の活動のため、どうしても

このミーティングに出席できないことをお詫びする。

国際協力庁は他国への協力要請の審査を担当しており、第七衛生地域のプロジェクト

についても内容を承知している。保健医療分野は「ホ」国政府にとってプライオリ

ティーの高い分野であり、大変意義深いものと考えている。

松本）(本調査団の経緯、役割およびプロジェクト方式技術協力のスキームを説明）

ＧＰ）私は国際協力庁での20年の勤務経験から、マスタープランの作成（開発調査)、サ

ン・フランシスコ病院の建設等、日本の援助についてはよく知っている。

今回のプロジェクトもマスタープランにおけるモデルとしてオランチョ県が取り上げ

られたが、保健医療システムの改善だけでなく、特に人材育成が重要な課題であると

考えている。

松本）第七衛生地域におけるプロジェクトは、｢ホ」国における医療分野での２回目のプロ

ジェクト方式技術協力となる。前回の看護教育強化プロジェクトは双方にとって有益

なものであったが、今回はより地域住民に直接的に裨益するものになると考えてい

る。早い時期に実現したいと考えているので、国際協力庁の協力をよろしくお願いす

る。

ＧＰ）プロジェクトの成功のために、資料の提供等できる限りの協力をしたい。

今回の調査団によい結果を出してほしい。

ハリケーン・ミッチの関連での日本の援助、特に自衛隊の援助については、感染症流

行の危機を未然に防止するものとして感謝している。

以　上
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⑥⑥⑥⑥⑥－３　協議記録【米州保健機構（２月３日－３　協議記録【米州保健機構（２月３日－３　協議記録【米州保健機構（２月３日－３　協議記録【米州保健機構（２月３日－３　協議記録【米州保健機構（２月３日))))) 】】】】】

ホンデュラス国　第七衛生地域保健総合開発計画　事前調査団

米州保健機構（ＰＡＨＯ）との打合せ

日時：1999年２月３日（水）ＰＭ３：00～ＰＭ４：00

場所：米州保健機構　ホンデュラス事務所

ＰＡＨＯ側出席者：Dr. John Antonio Pages（ＰＡＨＯホンデュラス事務所所長）

日本側出席者： 事前調査団（新崎団長、平賀団員、松本団員、岡村団員、樋口団員）

協議内容

団長）ＰＡＨＯからみた「ホ」国保健医療の問題は？

ＪＰ）まず組織面では、地域住民の医療サービスへのアクセスおよび質を向上させるため、

保健医療の地方分権化が必要である。｢ホ」国の新保健アジェンダでも、新しい医療

モデルの構築、病院施設の充実ともにその必要性が指摘されている。昨日、新保健大

臣と話し合う機会をもったが、彼も組織改革には意欲を示していた。

また保健医療政策の主体については、保健省だけでなく、社会保険庁、私立病院、

ＮＧＯにまで拡大して考えていくべきである。

保健財政面については、病院でのサービス改善を達成するためにも治療費の負担方法

を改革する必要がある。

特定のプログラムについていえば、特にマラリア、デング熱、下痢症、結核等の感染

症予防体制が弱い。その他の問題としては、妊産婦の死亡率、避妊対策の不足、適切

な上下水設備の不足、老人対策の不足、生活習慣病の増加等がある。

ＰＡＨＯはこれらの問題に関し、主に以下の対応を行っている。

① ｢ホ」国政府の保健医療システム改善への支援

② 感染症対策

③ 上下水対策

④ ｢保健医療総合対策」の策定（予算：US$５百万）

ＰＡＨＯのホンデュラス事務所には現在９人の専門家がおり、内訳は環境関連技師

(３人)、エコノミスト（２人)、伝染病対策（２人)、薬剤師（１人)、災害対策 (１人)

である。

団長）ＰＡＨＯの地域医療改善の実績は？
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ＪＰ）ＰＡＨＯは東部地域に重点を置いており、３つの保健所の建設（US$65千／１棟)、看

護婦・ＴＢＡの教育、トイレの整備等を行っている。

第七衛生地域ではフティカルパおよびカタカマスにおいて、トイレおよび上下水道の

整備といった環境のプライマリ・ケア関連で、予算US$80千の支援を行っている。

地域医療の改善に関しては、コミュニティのレベルで存在する健康プロモーターに

ＰＡＨＯの専門家が指導をする場合があるが、その場合若干の金銭的インセンティブ

を与えることがある。

団長）ドナー間の協調は実際どの程度行われているのか？また将来の可能性についてはどの

ようにお考えか？

ＪＰ）定期的にドナー間協議を開催しており、ＰＡＨＯは事務局的役割を果たしている。だ

がこの協議については、よりシステマティックに行うよう改善していきたいと考えて

いる。

日本が第七衛生地域でプロジェクトをやるのであれば、環境関連の部分で何か一緒に

できるかもしれない。

平賀）｢ホ」国でプロジェクトを行うことに関し、何が難しいか？

ＪＰ）予算の少なさ、運転資金の少なさ、である。

サスティナビリティーの観点からも多額の機材を単に供与するやり方は疑問だ。結局

は人材育成、教育が最も効率のいい投資ということになるのではないかと考える。

以　上
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⑥⑥⑥⑥⑥－４　協議記録【米国国際開発庁（２月４日－４　協議記録【米国国際開発庁（２月４日－４　協議記録【米国国際開発庁（２月４日－４　協議記録【米国国際開発庁（２月４日－４　協議記録【米国国際開発庁（２月４日))))) 】】】】】

ホンデュラス国　第七衛生地域保健総合開発計画　事前調査団

米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）との打合せ

日時：1999年２月４日（木）ＡＭ８：30～ＡＭ９：30

場所：米国国際開発庁　ホンデュラス事務所

ＵＳＡＩＤ側出席者：John Rogosch（ＵＳＡＩＤホンデュラス事務所保健人口栄養部長）

日本側出席者： 事前調査団（新崎団長、平賀団員、松本団員、岡村団員、樋口団員）

協議内容

団長）日本は第七衛生地域における技術協力を検討しているが、｢ホ」国政府だけでなく、

外部の見解も知りたいと考え訪問した。

ＪＲ）日本が第七衛生地域での協力を考えているということは知っている。

ＵＳＡＩＤではＮＧＯ（ＰＲＥＤＩＳＡＮ、World Relief、ＰＲＯＤＩＭ）を通じ

たコミュニティをベースにした家族計画、母子の健康のための食糧支援、サン・ペド

ロ・スーラ市でのエイズ対策等を実施している。

都市よりも地方に注目しており、データを見れば地方では治療よりも予防活動を中心

とすべきであることは明らかである。なかでも、第一、第二、第三の各保健地域に重

点を置いているが、これらの地域には人口の25％が居住し、貧しい人々の割合が多

い。

ＵＳＡＩＤは「ホ」国の保健医療分野の援助に、以前は200百万米ドルを注ぎ込んで

いたが、最近は数、量とも減少傾向にある。政治的な理由もあるが、そもそも「ホ」

国の人口はそれほど多くなく、乳幼児死亡率（100→40）等の指標が改善しているこ

とも影響している。

以　上
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⑥⑥⑥⑥⑥－５　協議記録【保健省第七衛生地域－５　協議記録【保健省第七衛生地域－５　協議記録【保健省第七衛生地域－５　協議記録【保健省第七衛生地域－５　協議記録【保健省第七衛生地域 事務所（２月４日事務所（２月４日事務所（２月４日事務所（２月４日事務所（２月４日))))) 】】】】】

ホンデュラス国　第七衛生地域保健総合開発計画　事前調査団

第七衛生地域　地域事務所での打合せ

日時：1999年２月４日（木）ＰＭ２：00～ＰＭ５：00

場所：「ホ」国保健省　第七衛生地域事務所会議室

｢ホ」国側出席者：Dr. Eda Sofia Calix（保健省　第七衛生地域　疫学担当）

Margarita Calix（保健省　第七衛生地域　計画・モニタリング・評価コー

ディネーター）

Abel Cerrato（サン・フランシスコ病院　院長）

日本側出席者： 事前調査団（新崎団長、平賀団員、松本団員、岡村団員、樋口団員）

協議内容

ＭＣ）(第七衛生地域概要説明）

オランチョ県（１つの村を加えれば第七衛生地域と同義）は面積的にホンデュラス全

体の25％を占め、人口は約40万人（約6.9％）である。

第七衛生地域の中には４つの衛生区があり、各々にチーフがいる。

オランチョ県は保健省の業務のバックアップは行うが、保健のプログラムはすべて保

健省の所管である。

①非識字率、②水供給・排泄物処理の状況、③住居のタイプ、④１つの住居への密集度合

い、⑤１世帯当たり何人が収入を得ているか、の５つの基準により算出したＮＢＩ指標

によれば、北部の状況が悪い。

第七衛生地域の都市部以外の地域の90％は水道がなく、85％は適切なトイレがない。

全国レベルより比率が悪いのはデング熱、マラリア（14000～15000／年)、シャーガ

ス病、リーシュマニア、下痢症であり、暴力の問題も深刻である。

1998年の年次報告によれば、第七衛生地域の乳幼児死亡率は48／1000、妊産婦死亡

率は210／100000である。妊産婦の死亡についてはＣＥＳＡＲ、ＣＥＳＡＭＯ経由、

保健ボランティアからの報告により把握しているが、レポートシステムは完全とはい

えない。1993年以降に妊産婦死亡率が増えているが、レポートシステムの整備が進ん

だことも理由である。患者情報の記録・分析に用いる情報システムは存在するが、入

力項目が多すぎて使われていない。

妊娠中毒、弛緩、出血による妊産婦の死亡は依然多い。第七衛生地域内には名目的に

４つの母子診療所があるが、機能しているのはカタカマスのものだけであり、運送シ

ステムに問題がある。今後緊急周辺病院（ＣＬＩＰＰＥＲ）を整備することで状況の
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改善を図りたい。

第七衛生地域内のＮＧＯの活動としては、カタカマスの近辺の保健所をベースに

ＰＲＥＤＩＳＡＮ（米系）が、｢医師の旅団」としてサンタ・マリア・デル・レアル

をベースにEL BUEN PASTOR（米系、宗教関連）が、またサン・エステ・バンをベー

スにHONDURAS OUTREACH（米系）が外科分野で活動している。

団長）(プロジェクト方式技術協力スキーム概要について説明）

当初の要請書を見ると（供与機材の量が多く）一方的な寄付のようであるが、プロ

ジェクト方式技術協力は現地のカウンターパートとともに仕事をして問題の解決を図

るもので、ＣＬＩＰＰＥＲを建設するというようなことはできない。

ＭＣ）われわれは技術協力だと理解しており、皆さんの経験から学ぼうとしている。

単に「建物、機材をくれ」と言っているのではない。

ただ第七衛生地域の人材は中等教育程度であり、やる気はあるがレベルは決して高く

ない。またプロジェクトに提供する場所が用意できるかも心配だ。

松本）どこにプロジェクトの重点を置くべきと考えるか？

ＡＣ）問題は多く、われわれは日本側に指導してもらい、何をやったらいいかを探し出した

いと考えている。

医療サービス、効率の向上も課題であるし、僻地に住む人々への対策も必要である。

女性や乳児については他のドナーでも一部対応しているが、子供たちの健康の優先順

位が一番高いといえるかもしれない。また分野を絞るべきであるのかもしれない。

以　上
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⑥⑥⑥⑥⑥－６　協議記録【サン・フランシスコ病院（２月６日－６　協議記録【サン・フランシスコ病院（２月６日－６　協議記録【サン・フランシスコ病院（２月６日－６　協議記録【サン・フランシスコ病院（２月６日－６　協議記録【サン・フランシスコ病院（２月６日))))) 】】】】】

ホンデュラス国　第七衛生地域保健総合開発計画　事前調査団

サン・フランシスコ病院での打合せ

日時：1999年２月６日（土）ＡＭ９:00～ＰＭ１:30

場所：「ホ」国保健省会議室

｢ホ」国側出席者：Dr. Hector Luis Escoto（保健省　第七衛生地域事務所長）

Margarita Calix（保健省　第七衛生地域　計画・モニタリング・評価コー

ディネーター）

Eda Sofia Calix（保健省　第七衛生地域　疫学担当）

Abel Cerrato（サン・フランシスコ病院　院長）

Carlos Rodriguez（サン・フランシスコ病院　事務管理部長）

Lerry Funez（サン・フランシスコ病院　カルテ部長）

Hostilo Medina（サン・フランシスコ病院　人事部長）

Ana Maria Ferguson（サン・フランシスコ病院　看護部長）

日本側出席者： 事前調査団（新崎団長、平賀団員、松本団員、岡村団員、樋口団員）

協議内容

ＡＣ）(ＯＨＰを用い、サン・フランシスコ病院の組織・運営状況にかかる概要を説明）

ＨＥ）われわれはサン・フランシスコ病院が新保健アジェンダに基づき真の３次レベルの病

院になってほしいと願っている。より専門的なものについては中央の国立病院に任せ

るほかはないが、ある程度の専門分野の研究ができる施設としたい。

ＡＧ）今回の日本の協力内容が上手く把握できない。

われわれは何を準備すればよいのか？

松本）われわれ調査団は、３年前の「ホ」国政府からの要請に基づき、その内容に関して協

力できる可能性があるかどうかを確認するために派遣された。

当初の要請書の内容は非常に広範囲であり、どれが最も必要性や緊急度合いが高い

か、またそれにＪＩＣＡが協力できるかを確認するために来た。

しかしながら、先日保健省を訪問した際に違う要請書が提出された。この新しい要請

書は、１年間で医療モデルの再編成のための疫学的調査をするとされているが、２年

目以降の活動のイメージは？

ＨＥ）最初の要請は前の政権の時代に作成されたものであるが、新しい要請書は今回地域レ

ベルで考え、作成された。１年目は保健状況を調査し、２年目以降に日本やその他の

国の援助も受け、医療モデルの再編成を行おうとするものである。
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必要なインフラ整備については「ホ」国社会投資整備基金から拠出されるものもある

と思われ、他国からの援助にインフラ整備が含まれるかどうかは不明である。

松本）われわれはプロジェクト方式技術協力の枠の中で達成できる目標を設定する必要があ

る。今エスコット氏が述べられた２年目以降についてのお話しはインフラ整備を意味

するものであると思われるが、プロジェクト方式技術協力でこれを行うことは困難で

ある。

メレンデス次官は、協力する部分はたくさんあるので、いろいろな可能性をみてほし

い、とおっしゃったが、われわれ調査団は皆さんとその方向で議論したい。

これから皆さんと考えていくプロジェクトは、５年間で達成できる目標を設定する必

要がある。日本側は日本国民から得た貴重な税金を投入するのであり、明確な結果が

必要である。

｢ホ」国側はここにいる方々がカウンターパートになる。一緒に活動するためには

｢ホ」国側も予算を配分する必要がある。

ＨＥ）インフラ整備がプロジェクト方式技術協力のスキームにおいては適切なものでないこ

とはわかる。インフラ整備が必要になった場合は他のファンドの活用を検討するの

で、今回のプロジェクトについてインフラ整備を要請するつもりはない。

５年間経過した後の目に見える形での成果については、日本側と議論して何か具体的

な指標を設定するようにしたい。

ＭＣ）医療財政を強化することで薬剤の供給不足を解消し、その結果死亡率を引き下げる、

ということもひとつの指標の案。

松本）医療機材を供与することはできるが、その後のサスティナビリティーが課題となる。

ＭＣ）ある一定の住民層を対象に、保健水準を改善するというのもひとつの考え方。たとえ

ば予防接種に関して、一番貧しい地区の５歳以下の接種率は60～70％にとどまってお

り、これを改善するというのもある。

ＥＣ）医療指標として入院に関する指標は使えないだろうか。入院者の比率が３人対1000人

であるのを、10人対1000人にするとか。

ＨＥ）今言っていることは、あくまでも例にすぎないが。

ＡＧ）人材育成や薬剤を含む資機材の調達の改善もある。
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団長）人材育成という観点からは、麻酔ができる人材を増やすというようなのもひとつの例

である。

ＡＧ）オランチョは乳ガンが多い。マンモグラフィーを使える人材を増やしたい。また子宮

頸ガンも多い。

平賀）インフラの整備はできないけれども、地域住民への医療サービスの向上のために既存

の医療従事者の仕事の質を改善することで協力はできると思う。単純に数を増やせば

いいというのではなく、われわれとしても何ができるか考えていきたい。

団長）当初要請書には第一に母子の死亡率が高いことが書かれていた。分娩時の出血が原因

として多いとされていたが、多分そのとおりなのであろう。これについても病院の受

入体制の改善、運搬体制の改善等を通じて、対処することもできるように思う。

また暴力が多いということに関しては、われわれは暴力そのものを減らすことはでき

ないが、外傷に関して応急手当技術について指導することは可能である。

（この後、｢ホ」国側、日本側各々で議論し、保健省における次回の会議で改めて検討するこ

とで、合意した）

以　上
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⑥ － ７ 　 協 議 記 録 【 保 健 省 （ ２ 月 ８ 日) 】

ホンデュラス国　第七衛生地域保健総合開発計画　事前調査団

｢ホ」国保健省との打合せ②

日時：1999年２月８日（月）ＡＭ９：30～ＰＭ３：00（途中昼休み１時間）

場所：｢ホ」国保健省会議室

｢ホ」国側出席者：Dr. Victor Manuel Melendez Colindres（保健省　次官）

Lic. Norma Paguda（保健省　対外協力部長）

Dr. Gustavo Flores（保健省　サービスネットワーク部長）

Dr. Hector Luis Escoto（保健省　第七衛生地域事務所長）

Margarita Calix（保健省　第七衛生地域　計画・モニタリング・評価コー

ディネーター）

Eda Sofia Calix（保健省　第七衛生地域　疫学担当）

Abel Cerrato（サン・フランシスコ病院　院長）

Lilliana Mejia（保健省　看護研修研究センター　センター長）

日本側出席者： 事前調査団（新崎団長、平賀団員、松本団員、岡村団員、樋口団員）

高田　ＪＩＣＡホンデュラス事務所職員

協議内容

松本）(調査活動報告）

サン・フランシスコ病院が中核として機能しており、有効に活用されていることを確

認した。(サン・フランシスコ病院が完成した）10年前に比べても質の高い医療への

要望があると理解した。また保健所の改修、救急病院の設置等を内容とする医療モデ

ルの再編が優先課題であることも確認した。

一方では、サン・フランシスコ病院でも保健所でも、薬品や人材の不足が問題として

存在していることも理解した。

しかしながら、医療モデルの再編の必要性については理解できるものの、プロジェク

ト方式技術協力の規模・性格を考えると、建物建設等はできず、その旨は第七衛生地

域の皆さんにはご説明した。与えられた制約の範囲内でのプロジェクト方式技術協力

が可能かどうか第七衛生地域の皆さんと話し合ったうえで、日本側の協力内容案を考

えた。

ＶＭ）プロジェクト方式技術協力では建物や機材の供与が中心ではない技術面での協力であ

ることは理解している。医療関係の日本の無償資金協力についてはすでに他の地区

のものを要請している。オランチョ県については地下水関係のものが懸案となって

いる。(オランチョ県における）医療関連施設の建設についてはスペイン、ＩＤＢ、

ＰＡＨＯ等による援助も考える。
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松本）プロジェクト方式技術協力は、専門家派遣、日本における研修、若干の機材供与の組

み合わせで１つの目的の達成をめざすものである。保健医療関係のプロジェクト方式

技術協力としては看護教育強化プロジェクトに次ぐ２度目のものであり、スキームに

ついては理解されているものとして話をしたい。

ＶＭ）新政権の発足に伴い新保健アジェンダの作成等保健行政の方向性が変わったが、この

プロジェクトの重要性は変わらない。皆さん「援助」という言葉は嫌いなようなので

｢協力」という言葉を使うが、｢ホ」国側と日本側の各技術グループが１つの目標の達

成に向け協力する、ということで考える。

松本）たとえば暴力についての協力は困難であり、それを無くすことを大きな目標とするこ

とは避けたい。われわれは新保健アジェンダに沿った形で何ができるかを考えた。

これからお見せするのはあくまでも日本側の案であり、ひとつの叩き台として議論し

たい。変更は可能であるのでその点は理解していただきたい。｢援助」ではなく「協

力」という話があったが、主役は皆さんである。皆さんがやりやすい形にするべきで

あると考える。

（協議議事録のドラフトを呈示）

団長）(協議議事録にプロジェクト目標として記載した）適切な医療サービスへのアクセス

という言葉は、病気になった人が遅滞なく医療サービスを受けられるという意味であ

り、難しい治療の場合もあるし、簡単な治療の場合も考えられる。ＪＩＣＡのプロ

ジェクト目標は１つしか記載できないため、住民に関してさまざまな対応が可能とな

るよう包含できる書き方をする必要がある。

われわれは問題がどこにあるかを考え、アクティビティーをつくることはできるが、

強調したいのは問題を実際に解決するのは皆さんであるということだ。

例えば、サン・フランシスコ病院の麻酔科には技師しかいないが、手術によっては技

師では済まない場合もある。予算の範囲内で器具を入れて使い方を指導し、麻酔を使

える医師を育てることも考えられる。

また保健所では薬品が不足している。ＪＩＣＡで薬品を買うことはできないが、薬品

の供給システムの問題点、解決策を考えることはできる。

成果（OUTPUTS）はプロジェクト目標を達成するためのものである。実際の活動はもっ

と細かく、１つの成果に関して10以上の活動が存在することが見込まれる。それは第

七衛生地域地域事務所長のエスコットさん等と協議して決めていくことになるだろう。

また目標の達成を評価するために（今後）指標を設定する必要がある。難しい場合も

あるが、できるだけ数量で表せるようにしなければならない。先程の医薬品の例であ
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れば、現状はどの程度不足しているが、プロジェクト後はそれがどの程度改善してい

るか、といったようなことである。

ＧＦ）ドラフトの内容は新保健アジェンダの考え方にも沿ったものだと思う。

指標については子供たちへの対策に関して、ＷＨＯとＰＡＨＯの指導に基づいて導入

したこともある。

～その後、協議議事録の文言につき議論～

主な変更点は以下のとおりである。

(１) プロジェクト名を開発調査のものと統一（総合開発）し、あわせてパイロッ

ト・プログラムであることを明記すべき、との「ホ」国側の意見に対し、日

本側は本件プロジェクトは開発調査にある総合開発型モデルの一部を担うに

すぎないとした。結果的には「その他」の項に「本件プロジェクトはマス

タープランの総合開発型モデルの実現に資することが期待される」旨の文言

が追加されることとなった。

(２) 成果（OUTPUTS）の項に記載された「保健医療施設の運営とサービスの質の

強化｣（(a)）と「レファラルおよびカウンター・レファラルシステムの強

化｣（(b)）について、｢ホ」国側の要請を入れ「強化（Strengthening)」を

｢改善（Improving)」に変更。

松本）本件プロジェクトの協力内容をさらに検討するために５月か６月に１カ月から２カ月

のまとまった期間、調査を実施したい。

またプロジェクトの実施を取り決める実施協議調査団を12月までには派遣し、来年の

４月ぐらいには専門家を派遣し、プロジェクトを開始するようなスケジュールを考え

ている。

｢ホ」国側には来年度にプロジェクトが開始されるという前提で予算を確保しておい

てほしい。

ＨＥ）予算については６月か７月に確保する必要があるが、日本との公式な文書と金額が必

要になる。文書がないと「そのプロジェクトのため」という予算要求はできず、別の

形での予算確保を考えなければならない。

松本）たとえば日本から車を調達するとなると相当の時間がかかるが、それまでは日本人専

門家の活動のために何とか車の確保をお願いしなければならない。

ＬＭ）看護教育強化プロジェクトにおいても、２年目からは日本に供与された車を使っても

らったが、１年目は「ホ」国側が便宜供与した。

以　上
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